
　１　市及び上下水道局発注の契約締結状況

件数（件） 契約金額（千円）

市 462 9,107,806 14 3,374,639

上下水道局 129 6,346,762 16 3,607,294

小計 591 15,454,568 30 6,981,933
※２ 市 38 466,313 9 397,263

上下水道局 2 67,617 1 46,035

小計 40 533,930 10 443,298

市 0 0

上下水道局 0 0

小計 0 0

631 15,988,498 40 7,425,231

【参考：令和６年度発注分契約状況】

件数（件） 契約金額（千円）

市 589 10,669,751 17 3,623,950

上下水道局 153 8,419,092 24 5,132,054

小計 742 19,088,843 41 8,756,004

市 71 562,389 8 284,723

上下水道局 0 0 0 0

小計 71 562,389 8 284,723

市 1 1

上下水道局 0 0

小計 1 1

814 19,651,232 50 9,040,727

令和７年度郡山市公契約条例の施行状況等

期間：令和７年４月１日～令和８年１月31日

契約の
種類

発注者
件数
（件）

契約金額
（千円）

うち労働環境報告書の提出対象

指定管理

合計

うち労働環境報告書の提出対象※１契約金額
（千円）

発注者
件数
（件）

契約の
種類

工事請負

※1　労働環境報告書の提出対象＝予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約、予定価格が
　　　　　　　　　　　　　　　 １千万円以上の業務委託（下記※2）、指定管理者と市が締結す
                             る公の施設の管理に関する協定

合計

業務委託

指定管理

工事請負

※２

業務委託

※2　業務委託＝郡山市公契約条例において労働環境報告書の提出対象となっている「施設の警備
　　　　　　　 に関する業務（機械警備業務を除く）」、「施設の清掃」、「施設の受付又は案
              内」、「学校給食の調理」、「学校用務員に関する業務」を指す。

資料１
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　２　労働環境報告書の提出対象事業一覧

　　ア　工事請負契約（予定価格１億円以上）

　　（ア）市発注分

№ 契約名称 工事業種
契約金額

（税込：円）
契約締結日 履行期限

1
校舎長寿命化改修事業　郡山市立小山田小学校校

舎機械設備工事（Ⅱ期）
管工事 115,874,000 R7.6.12 R7.2.27

2
校舎長寿命化改修事業　郡山市立芳賀小学校校舎

内部改修工事（Ⅲ期）
建築一式工事 108,878,000 R7.6.5 R7.2.27

3
校舎長寿命化改修事業　郡山市立小山田小学校校

舎内部改修工事（Ⅱ期）
建築一式工事 165,022,000 R7.7.2 R8.2.27

4
校舎長寿命化改修事業　郡山市立大成小学校校舎

内部改修工事（Ⅲ期）
建築一式工事 176,660,000 R7.7.2 R8.2.27

5
屋内運動場長寿命化改修事業　郡山市立安積第一

小学校屋内運動場主体工事
建築一式工事 240,537,000 R7.7.2 R8.3.13

6
（第2024007779号）熱海五丁目二渡線　橋梁修繕

工事（蓬橋）
とび・土工・コン

クリート工事
89,623,600 R7.5.12 R8.1.30

7 河川改修工事（準用河川徳定川（学園区間）） 土木一式工事 377,271,400 R7.7.2 R8.3.13

8
郡山市河内埋立処分場第二汚水処理施設長寿命化

工事
清掃施設工事 829,840,000 R7.7.2 R9.3.15

9 郡山ユラックス熱海温水プール改修工事 建築一式工事 107,734,000 R7.9.11 R8.6.30

10 東部幹線（富久山）道路改良工事 土木一式工事 394,680,000 R7.10.21 R9.1.15

11 河川改修工事　その２（準用河川照内川） 土木一式工事 124,152,600 R7.8.1 R8.3.13

12
河川改修工事　その２（準用河川徳定川（学園区

間））
土木一式工事 134,428,800 R7.9.11 R8.3.31

13 河川改修工事（普通河川愛宕川（善宝池）） 土木一式工事 117,238,000 R7.10.6 R8.3.13

14
大町土地区画整理事業　ペデストリアンデッキ整

備工事（施設上部工）
鋼構造物 392,700,000 R7.12.15 R9.3.12

14件 3,374,639,400合計

2



　　（イ）上下水道局発注分

№ 契約名称 工事業種
契約金額

（税込：円）
契約締結日 履行期限

1 配水幹線更新工事（市道　芦ノ口温泉線　外） 水道施設工事 258,570,400 R7.7.1 R8.3.13

2 五輪下外排水樋門遠隔操作化改修工事 電気工事 179,630,000 R7.7.1 R9.3.15

3 配水幹線更新工事（市道　小段瓶焼場線　外） 水道施設工事 156,289,100 R7.7.10 R8.3.13

4 配水幹線更新工事（県道　郡山矢吹線　外） 水道施設工事 289,850,000 R7.7.10 R8.3.13

5 ３号幹線放流管築造工事　第６工区 土木一式工事 109,285,000 R7.7.25 R8.3.13

6 １４９号雨水幹線公共下水道築造工事　第３工区 土木一式工事 247,896,000 R7.7.25 R8.3.13

7 配水管更新工事（県道　二本松金屋線） 水道施設工事 133,597,200 R7.8.8 R8.3.13

8 配水幹線更新工事（県道　河内郡山線　外） 水道施設工事 162,754,900 R7.9.2 R8.3.13

9
配水管更新工事（都市計画道路　伊賀河原１号線

外）
水道施設工事 102,355,000 R7.9.8 R8.3.13

10 配水管布設工事（市道　福原長沼線　外） 水道施設工事 120,063,900 R7.9.8 R8.3.13

11
石塚樋門・ポンプゲート築造工事　第４工区（土

木）
土木一式工事 322,630,000 R7.9.11 R8.3.23

12 図景貯留管関連管渠築造工事　第３工区 土木一式工事 111,881,000 R7.10.10 R8.3.13

13 配水管更新工事（市道　福原八山田舘前線） 水道施設工事 129,710,900 R7.11.25 R8.7.31

14 善宝池放流工整備に伴う下水道管移設工事 土木一式工事 104,494,500 R7.11.18 R8.3.13

15 公共下水道整備事業　御前南第一地区 土木一式工事 1,061,500,000 R7.11.20 R10.8.31

16 下水道管理センター脱水機棟解体工事 解体工事 116,785,900 R8.1.6 R8.3.13

16件 3,607,293,800合計
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　　イ　業務委託（予定価格１千万円以上）

　　（ア）市発注分

　　（イ）上下水道局発注分

　　ウ　指定管理者との協定

　　（ア）市発注分

＜該当なし＞

　　（イ）上下水道局発注分

＜該当なし＞

№
契約金額

（税込：円）

年額9,490,800

（総額28,472,400）

年額47,352,800

（総額142,058,400）

年額23,760,000

（総額71,280,000）

年額19,195,000

（総額57,585,000）

9件 397,262,800

7

3

4

合計

契約名称

2 郡山市公衆便所清掃業務委託（Ｂ区域）

1 郡山市公衆便所清掃業務委託（Ａ区域）

郡山市公衆便所清掃業務委託（Ｃ区域）

郡山市こども総合支援センター常駐警備業務委託（長期継続契約）

17,710,000

17,160,000

履行期間

R7.4.1～R8.3.31

R7.4.1～R8.3.31

R7.4.1～R8.3.31

R7.6.1～R10.5.31

25,300,000

8,844,000

8 郡山市西庁舎清掃業務（長期継続契約） R7.6.1～R10.5.31

9 郡山市立小山田小学校給食調理業務及び給食配送業務委託 R7.6.20～R8.3.3128,853,000

R7.6.1～R8.3.31

R7.6.1～R10.5.31

R7.6.1～R10.5.31

令和７年度郡山市元気な遊びのひろば警備業務委託（６～３月分）

郡山市庁舎警備業務（長期継続契約）

郡山市本庁舎清掃業務（長期継続契約）
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№
契約金額

（税込：円）
契約締結日 履行期間

年額15,345,000

（総額46,035,000）

1件 46,035,000

1 R7.10.28 R10.10.31

契約名称

局庁舎警備等業務委託（長期継続契約）

合計
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　３　労働者等からの申出

　 　　市及び上下水道局への申出件数：０件

　【参考：郡山市公契約条例等抜粋】

　条例第８条第１項の規則で定める範囲の契約は、次の各号
に掲げる契約とする。
　(1)予定価格が200万円を超える工事又は製造の請負契約
　(2)予定価格が100万円を超える次に掲げる業務の委託契約
　　 ア　施設の警備に関する業務（機械警備業務を除く）
　　 イ　施設の清掃に関する業務
　　 ウ　施設の受付又は案内に関する業務
　　 エ　学校給食の調理に関する業務
　　 オ　学校用務員に関する業務
　(3)指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協
　 定

施行規則第７条

　公契約のうち規則で定める範囲の契約に係る業務に従事す
る労働者等及び労働者等であった者は、事業者等が規則で定
める関係法令又はこの条例に違反している疑いがあるとき
は、市長等にその旨を申し出ることができる。

条例第８条
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